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 ４月 　　し 尿 汲 取 日 程 表
※汲み取りが必要な場合はお早めにご連絡下さい。
　休業日翌日に汲み取りが必要な場合は、休業日前の
　午前中までにご連絡下さい。
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し尿汲み取り許可業者と取扱い地区 

伊福、多良、 
糸岐（糸岐川 
より北）地区 

伊福､江岡､早垣､杉谷､片峰､栄町､油津､畑田､
古賀､端古賀､瀬戸､川原､郷式､端月､喰場､大
川内､中山､山根､北町､針牟田､大峰､川内､蕪
田､柳谷､中尾､大野 

㈲太良環境衛生 
℡67-0221 

大浦全地区、 
糸岐（糸岐川 
より南）地区 

本町､小田､陣ノ内､嘉瀬坂､板ノ坂､三里､御手

水､風配､船倉､波瀬ノ浦､里､野上､中畑､広江､
亀ノ浦､野崎､日ノ辻､道越､竹崎､田古里､津ノ
浦､牟田､今里､牛尾呂､大町､広谷､平野､青木
平､黒金､長川良 

㈲太良清掃 
℡67-2321 

 
 
 
 
 
 
   

浄化槽は正しい使用と維持管理がひとつにならなければ、完全な浄化機能を発揮し
ません。 

  
◎浄化槽を正しく使うための注意事項 
 
・水に溶けやすい紙を使用してください。 
・便器が詰まらないよう、ガム・たばこの吸い殻・綿・生理用品・尿とりパッド 
などを流し込まないでください。 

・使用後は必ず水を流してください。 

・浄化槽の上に物を置かないでください。 
・ブロワは常に運転してください。 
・「保守点検」､「清掃」は毎年必ず実施し､「法定検査」を受けてください。 
  

◎保守点検 
 
微生物の機能を維持し、浄化槽に設けられた各設備機器が正常に作動するように

調整や消毒剤の補充等を行います。知事の登録を受けた保守点検の専門業者に依頼
して、定期的に保守点検を実施してください。 
  

◎清  掃 
 
浄化槽で、固形物と分離し、浄化された水は槽外に放流されますが、紙などの固

形物は底部にたまりますので、一定量になったらこれを取り除かなければなりませ
ん。浄化槽の清掃は、固形物を引き抜く作業が中心で、年 1 回以上清掃しなければ
ならないことになっています。清掃は、町の許可業者に依頼してください。 

 

  
◎法定検査 

 
浄化槽を設置している方は、浄化槽の水質に関する検査を、毎年１回受けなけれ

ばならないことになっています。この検査は、浄化槽の外観、機能及び書類につい
て、知事の指定した検査機関が行うことになっています。 
  
指定検査機関 一般財団法人佐賀県環境科学検査協会 ℡0952-22-1651 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

浄化槽 保守点検・清掃業者 

 

保守点検 

(知事登録) 
清掃業許可区域 

㈲太良環境衛生 
℡67-0221 

町内全域 

伊福、多良、糸岐（糸岐川より北）地区 

伊福､江岡､早垣､杉谷､片峰､栄町､油津､畑田､古賀､

端古賀､瀬戸､川原､郷式､端月､喰場､大川内､中山､山

根､北町､針牟田､大峰､川内､蕪田､柳谷､中尾､大野 

㈲太良清掃 
℡67-2321 

町内全域 町内全域 

㈲藤津清掃社 
℡63-4064 

町内全域 町内全域 

 

◆浄化槽の保守管理・清掃 

 

     
浄化槽の機能を維
持させるもの 

     
浄化槽の機能を回
復させるもの 

  
保守点検及び清掃
が適正に実施され、
浄化槽の機能が正
常に維持されてい
るか否かを確認 

   
保守点検  

〔点検・調整・修理〕 

   
清  掃  

〔汚泥の引出し等〕 

   
第１１条検査  
〔定期検査〕 

   
・汚泥の堆積状況の把握  
・ブロワ等機器の点検  
・消毒剤の補充 

   
・汚泥の引き出し  
・付属装置の洗浄  
・内部の異常の確認 

   
・外 観 検 査  
・水 質 検 査  
・書 類 検 査 

  
毎年３回以上 

(処理方式、使用状況等
により異なります) 

  
毎年１回以上 

(処理方式、使用状況等
により異なります) 

 

 
 

毎年１回 

   
浄化槽保守点検、清掃、法定検査の流れ 

◆し尿汲み取り許可業者と取り扱い地区 

 


